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プログラム 

１.  開会 

 

２.  集会成立宣言 

 

３.   青森県看護協会西北五支部長挨拶 

 青森県看護協会役員挨拶 

 

４. 議長選出 

 

５. 報告事項 

（１）令和 5年度事業報告 

（２） 令和 5年度事業に要する経費支出（実績） 

（３）令和 6年度事業計画 

（４）令和 6年度事業に要する経費割当 

 

６. 議決事項 

第 1号議案 支部役員の改選 

  

７.  新旧役員挨拶  

 

８.  閉会 
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報告事項（１） 

令和５年度事業報告 

 

開催回数 役員会：7 回 

支
部
集
会 

期 日 ：令和 5 年 5 月 20 日（土） 

総会員数：628 名 

出 席 者：75 名（支部役員 11 名含む） 委任状：509 名   計 584 名 

報告事項： 1 令和 4 年度事業報告 

      2 令和 4 年度事業に要する経費支出（実績） 

      3 令和 5 年度事業計画 

      4 令和 5 年度事業に要する経費割当 

議 案 ：第 1 号議案 令和 5 年度西北五支部役員の改選 

 

会
員
の
教
育 

研
修
会 

期 日：令和 5 年 5 月 20 日(土)     参加者：64 名 役員・協力員：11 名 

場 所：つがる市生涯学習交流センター「松の館」 

テーマ：「緩和ケアについて」～今知りたい緩和ケアとは～ 

講 演：援助につなげる緩和ケア～「わかってくれる人」になる～ 

講 師：つがる総合病院 緩和ケア認定看護師  神 梨沙氏 

期 日：令和 5 年 10 月 21 日(土)    参加者：62 名 役員・協力員：12 名  

場 所：ホテルサンルート五所川原 萬葉の間 

テーマ：「全ての人々が必要な時に切れ目なく提供される看護を目指して 

    ～モデル圏域における看護職連携強化の取り組み～」 

看護職のための圏域内研修会 

青森県看護協会 4 職能委員会・西北五支部 合同研修 

講 演：「新たな医療の在り方を踏まえた看護職の役割を発揮」 

講 師：康心会汐見台病院 看護部長 熊谷雅美氏 

話題提供：「看護職の連携事例」4 例 

① 市町村看護師 五所川原市役所 福祉部地域包括支援課長  

笠原 美香氏 

② 病院看護師 医療法人白生会胃腸病院 総看護師長 中澤 美子氏 

③ 助 産 師 つがる総合病院 産婦人科外来    山中 麻衣沙氏 

④ 産業看護職 産業保健相談員 産業保健看護上級専門家  

千葉 敦子氏 

意見交換 GW：「看護職の連携のためにできること」 

 

 

会
員
拡 

大
活
動 

内 容：パンフレットを施設に送付（6 施設） 

その他：支部集会、研修会等で看護協会をＰＲ  

 

広
報 

活
動 

【健康増進事業】五所川原市認知症フォーラムへ参加 

【広報誌の発行】「看護 青い森」第 115 号、第 117 号に支部だよりを掲載 

 

他
団
体
と
の 

連
携
・
そ
の
他 

・青森県（西北五地域）地域医療構想調整会議 

・西北五地域保健医療推進協議会委員・医療対策部会・保健対策部会 

・西北地域新型インフルエンザ対策協議会 

・西北五地域災害医療対策協議会 

・五所川原市認知症フォーラム実行委員会 

・第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 
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事業*001 事業*002 事業*003 事業*004 事業*005 事業*006 管理

103,949 0 0 15,140 0 16,579 0 163,023

0 0 0 0 0 0 0 0

15,035 0 0 0 0 0 0 15,035

39,780 0 0 15,140 0 4,000 0 56,800

0 0 0 0 0 0 0 150

10,894 0 0 0 0 0 0 15,030

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 12,579 0 35,878

0 0 0 0 0 0 0 0

38,240 0 0 0 0 0 0 40,130

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 137,129 179,726

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 118,980 154,700

0 0 0 0 0 0 9,767 12,600

0 0 0 0 0 0 8,375 7,426

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 7 5,000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

103,949 0 0 15,140 0 16,579 137,129 342,749

令和5年度事業に要する経費支出（実績)

公益社団法人　青森県看護協会 《西北五支部》

全会計

科          目

令和
5

年度
予算

経費内訳

看護教育及び
学会等に関す

る事業

看護職の労働
環境等の改善
及び就業促進
に関する事業

看護に係る調
査及び研究並
びに看護業務
及び看護制度
の改善に関す

る事業

地域ｹｱｻｰﾋﾞｽ
の実施及び促
進等に関する

事業

日本看護協会
との相互協力
及び連携に関

する事業

その他本会の
目的を達成す
るために必要

な事業

法人会計

経費合計

Ⅰ  一般正味財産増減の部

その他雑収益

報告事項(2)

0

12,579

支払手数料

広告宣伝費

租税公課

0

0

0

0

リース料

諸会費

保守・修繕費

135,668

10,894

58,920

0

15,035

0

0

0

0

38,240

雑費

管理費

272,797

0

0

0

0

118,980

0

0

旅費交通費

9,767

8,375

0

7

0

0

0

    経常費用計

保守・修繕費

支払手数料

諸会費

雑費

印刷製本費

消耗品費

賃借料

0

臨時雇賃金

0

137,129

報償費

旅費交通費

消耗什器備品費

会議費

通信運搬費

事業費

臨時雇賃金

消耗什器備品費

会議費

通信運搬費

報償費

諸謝金

賃借料

リース料

印刷製本費

消耗品費
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報告事項（３） 

令和 6 年度事業計画 
   

支
部 

集
会 

 

期  日：令和 6年 5月 18日（土）13時 00分～14時 00分 

 

 

 

 

会 

 

員 

 

の 

 

教 

 

育 

 

 

 

 

 

研 

 

修 

 

会 

 

期  日：令和 6年 5月 18日（土）14時 00分～15時 30分 

場  所：つがる市生涯学習交流センター 松の館 

テ ー マ：地域につなぐ多職種連携について 

内  容：地域包括ケアにおける看護提供体制の推進のために多職種が 

それぞれの役割を知り、西北五地域の看護の質と地域のケア 

の質向上を図り連携を強化する。」 

話題提供者：ア 市町村保健師   イ 訪問看護ステーション 

ウ 介護支援専門員  エ 生活相談員 
 

 

期  日：令和 6年 10月 12日（土）14時～15時 30分 

場  所：つがる市生涯学習交流センター 松の館 

テ ー マ：アドバンス・ケア・プランニング（ACP）について 

内  容：緩和ケアについて専門的な知識・技術を提供することで地域全体 

でケアの質向上を図る。 

講  師：アドバンス・ケア・プランニングの専門的な知識についての講演 

つがる総合病院 緩和ケア認定看護師 神 梨沙氏 
 

 

会
員
拡
大
活
動 

 

【施設訪問】 日時：未定 場所：西北五管内 

内 容：施設訪問（2施設）・パンフレット送付 

その他：各施設の新採用者に対してＰＲ活動 

     五所川原市立高等看護学院卒業生へのＰＲ活動 

     支部集会時、活動 RPを実施  

市町村の保健師に PRを実施（6か所） 
 

 

日
本
看
護
協
会

通
常
総
会
参
加 

 

期  日：令和 6年 6月 6日（木）～6月 7日（金） 

場  所：東京国際フォーラム 参加者：支部役員 2名 

内  容：通常総会：全国職能別交流集会参加 
 

 

役
員
会 

 

場  所：つがる西北五広域連合つがる総合病院 

回  数：7回/年度 
 

 

他
団
体
と
の
連
携 

会
議
出
席 

他 

 

・青森県（西北五地域）地域医療構想調整会議 

・西北五地域保健医療推進協議会委員・医療対策部会・保健対策部会 

・西北地域新型インフルエンザ対策協議会 

・西北五地域災害医療対策協議会 

・五所川原市認知症フォーラム実行委員会 

・第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 
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報告事項（4） 

       令和 6年度事業に要する経費割当 
 
西北五支部 

 
 

事業*001 事業*002 事業*003 事業*004 事業*005 事業*006 管理

科目名 計
看護教育及
び学会等に
関する事業

看護職の労
働環境等の
改善及び就
業促進に関
する事業

看護に係る
調査及び研
究並びに看
護業務及び
看護制度の
改善に関す

る事業

地域ｹｱｻｰﾋﾞ
ｽの実施及
び促進等に
関する事業

日本看護協
会との相互
協力及び連
携に関する

事業

その他本会
の目的を達
成するため
に必要な事

業

法人会計

事業費 282,962 207,629 0 0 7,000 168 68,165

臨時雇賃金 0

報償費 59,583 59,583

旅費交通費 68,700 51,700 17,000

会議費 750 750

通信運搬費 10,292 2,596 168 7,528

消耗什器備品費 0

消耗品費 46,637 3,000 43,637

印刷製本費 0

賃借料 90,000 90,000

リース料 0

保険料 0

諸会費 0

広告宣伝費 0

支払手数料 0

雑費 7,000 7,000

管理費 179,378 179,378

臨時雇賃金 0

報償費 0

旅費交通費 159,800 159,800

会議費 0

通信運搬費 19,578 19,578

消耗品費 0

印刷製本費 0

賃借料 0

リース料 0

諸謝金 0

諸会費 0

支払手数料 0

保守・修繕費 0

462,340 207,629 0 0 7,000 168 68,165 179,378
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令和 6 年度西北五支部役員の改選（案） 

 
 

 

役職 

 

任期 

 

職能 

 

氏名 

 

勤務先 

 

支部長 
※支部長は、令和 6年 6月 22日の青森県看護協会通常総会にて 

選任された地区理事が就任する。 

第一副 

支部長 
2年 保 奈良岡 恵梨子 五所川原市役所 

第二副 

支部長 
1年 看 原田 真輝子 

つがる西北五広域連合 

つがる総合病院 

記録係 1年 看 長尾 七知 
つがる西北五広域連合 

つがる総合病院 

記録係 2年 看 尾野 明美 
つがる西北五広域連合 

鯵ヶ沢病院 

記録係 1年 看 工藤 美智子 
つがる西北五広域連合 

かなぎ病院 

庶務係 1年 看 佐々木 梓 
医療法人白生会 

胃腸病院 

庶務係 2年 看 太田 望都子 
医療法人誠仁会 

尾野病院 

幹事 1年 看 工藤 さゆり 
医療法人誠仁会 

尾野病院 

幹事 1年 看 三上 ちひろ 
つがる西北五広域連合 

かなぎ病院 

幹事 1年 保 長尾 詩織     五所川原市役所 

幹事 1年 看 北川 瑠梨子 
医療法人済生堂 

増田病院 

幹事 1年 看 花田 和江 
つがる西北五広域連合 

鯵ヶ沢病院 
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公益社団法人青森県看護協会支部規程 

 

(目的) 

第１条 この規程は、公益社団法人青森県看護協会細則第２条の規定にもとづき、地区

住民の健康な生活の実現に寄与するために設置する支部の活動を円滑かつ効果的に遂行

することを目的として、定める。 

 

（事務所） 

第２条 支部事務所は、支部長の定めるところによる。 

 

（事業） 

第３条 支部は、公益社団法人青森県看護協会（以下「協会」という。）目的を達成す

るために、次の事業を行うものとする。 

(1) 看護に係る教育及び研究に関する事業 

(2) 地域住民の健康と福祉の向上に関する事業 

(3) 会員等の資質の向上及び福祉に関する事業 

(4) その他必要と認める事業 

 

（会員） 

第４条 支部の会員は、協会会員で、当該支部内に居住し又は勤務するものとする。 

 

（役員） 

第５条 本支部に次の役員を置く。 

（１）支部長   １人 

（２）副支部長  ２人以内 

（３）記録係   ４人以内 

（４）庶務係   ４人以内 

（５）幹事   ２１人以内 

２ 支部長は、地区理事とする。 

３ 副支部長以下の役員は、支部集会において選任する。 

４ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

５ 役員の構成は、各職能が入ることが望ましい。 

６ 役員に欠員を生じた場合は、会員の中から選任するものとし、その任期は前任者の

残任期間、もしくは第４項に準じてとり扱う。 
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（役員の任務） 

第６条 支部長は、会務を統括する。 

２ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、第一副支部長、第二副支

部長の順位により会務を代行する。 

３ 記録係は、会議の議事を記録する。 

４ 庶務係は、公益社団法人青森県看護協会運営本部との連絡を密にし、物品調達、物

品受払、事業実施に要する経費計算等の庶務事務を担当する。 

５ 幹事は、所属施設等の会員を代表し役員会において会員の意思を反映させ、会務事

項等の連絡調整を行う。 

 

（支部集会並びに役員会） 

第７条 本支部の支部集会は年１回開催する。 

２ 本支部の役員会は、年４回以上開催する。 

３ 本支部の支部集会は、会員の５分の１以上(委任状を含む）、役員会は役員の過半数

の出席をもって成立する。 

４ 本支部の支部集会並びに役員会は、公益社団法人青森県看護協会定款及び細則の定

めるところに準ずる。 

 

（支部規程の変更） 

第８条 この規程を変更しようとするときは、公益社団法人青森県看護協会理事会の承

認を得、支部集会において出席会員の過半数の同意を得なければならない。 

 

 

  附  則 

（施行期日） 

１ この規程は、２０１９年５月２５日から施行する。 
 


